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●日程　５月17日㈮　※雨天中止
●時間　受付：午前９時30分～、出発：午前10時
●集合場所　産業文化会館駐車場
※なるべく乗り合わせてお越しください。
●コース　高野口町街を巡るコース
●問い合わせ　保険年金課 国民健康保険係 ☎33-1271

●日時　５月８日㈬
　　　　午後１時30分～
●場所　保健福祉センター
●問い合わせ
地域包括支援センター
☎32-1957

健康維持・増進を図っていただくことを目的に、市内のコースを約
１時間かけて歩きます。運動しやすい服装でご参加ください。

介護をしている人などを対
象に交流会を開催します。介
護の豆知識も紹介します。

みんなで、らくらくウォーキング！！
ウォーキングデー！！

介護者交流会

浄化槽管理講習会
【下水道課】

納付書などの新元号の表記について
【政策企画課】

浄化槽に関しての手続きや維持管理（保守点検・清
掃・法定検査）などについての講習会を開催します。
●日程
５月14日㈫、10月８日㈫、令和２年２月18日㈫

●時間　午後７時～８時
●場所　市役所北別館
●対象
●新規で浄化槽の設置を予定している人または浄化
槽を既に設置している人

●令和元年度浄化槽設置整備事業補助金を申請予定
の人

※当日は運転免許証など本人確認ができるものをお
持ちください。

●問い合わせ　下水道課 計画係 ☎33-3160

「経済センサス基礎調査」を実施します
【総務課】

総務省は、６月から令和２年３月までの期間、経済
センサス基礎調査を実施します。全国のすべての事業
所および企業が対象となりますので、調査へのご理解、
ご回答をお願いします。
この調査結果は、皆さんの暮

らしや身近な地域、日本の未来
のための大切な資料として役立
てられます。
●調査の流れ
調査員が外観などから事業所の活動状態を確認し、
その結果を調査員用端末に入力します。新たに把握
した事業所など、一部の事業所には調査票を配布し
ます。調査票への回答は、インターネットでの回答
や、調査票に記入していただいて郵送することもで
きます。
※調査票は厳重に管理し、記入していただいた内容
は、統計法に定められた目的以外に利用すること
はありません。

●問い合わせ　総務課 文書統計係 ☎33-6110

「元号を定める政令」の施行により、５月１日から
新元号（令和）となりますが、納付書などに記載して
いる旧元号（平成）の日付については、法律上の効果
は変わることがありませんので、新元号に読み替えて
いただきますよう、お願いします。
（例）平成31年５月31日 → 令和元年５月31日
　　平成32年２月28日 → 令和２年２月28日

●問い合わせ
政策企画課 企画係 ☎33-1576

排水設備は定期的に点検・清掃しましょう
【下水道課】

皆さんの家庭の排水ますや排水管は、皆さん自身で
維持・管理しなければなりません。
庭木の根が排水管などに入

り込み、詰まりを引き起こす
こともあります。
排水設備は定期的に点検・

清掃を行うよう心がけ、下水道を正しく使いましょう。
●問い合わせ　下水道課 計画係 ☎33-3160

2019年工業統計調査を実施します
【総務課】

経済産業省では、６月１日現在で2019年工業統計
調査を実施します。この調査は、統計法に基づいて実
施する基幹統計調査で、製造業を営む全国のすべての
事業所が対象となります。
５月中旬から６月にかけて統計調査員が調査票をお

届けしますので、調査へのご理解とご回答をお願いし
ます。インターネットでも回答していただけますので、
ぜひご利用ください（調査票が国から直接届く場合も
あります）。
なお、調査結果は、工業関係のさまざまな計画や施

策の基礎資料として利用し、統計作成の目的以外に利
用することはありません。
●問い合わせ　総務課 文書統計係 ☎33-6110

り災証明書の発行について
【危機管理室】

和歌山県行政報告会が開催されます
【秘書広報課】

・・・・・・　お 知 ら せ　・・・・・・
り災証明書とは地震や台風などにより被災した家屋
などの被害の程度を証明するものです。
●対象者
地震や台風などによって、居住する家屋やカーポー
トなどに被害を受けた人で、市（国、県を含む）の
支援制度や減免制度の利用、損害保険などの請求で
必要とされる人。
●発行の流れ
被害の程度がわかる写真と印鑑（朱肉使用）をお持
ちいただき、危機管理室で申請してください。被害
の状況などによっては調査員による現場確認が必要
となる場合があります。発行には通常１～２週間程
度かかりますが、災害の状況によってはさらに時間
を要する場合もあります。
●その他
●り災証明書の申請前に修繕などを行う場合は、被
害の程度が分かる写真など記録を残しておいてく
ださい。
●原則として、被災後１カ月以内に申請を行なって
ください。

●問い合わせ　危機管理室 ☎33-6105

令和元年度 全国瞬時警報システムの
訓練放送について 【危機管理室】
市民の皆さんへの緊急情報の伝達体制について万全
を期すため、防災行政無線による全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）の訓練放送を実施しています。
本年度は、下記日程にて訓練放送を実施する予定で
す。ご理解・ご協力をお願いします。
●日程　５月15日㈬、８月28日㈬、12月４日㈬、
　　　　令和２年２月19日㈬
●時間　午前11時～
●放送内容（予定）
「これは、Ｊアラートのテストです。」（３回）
「こちらは、防災はしもとです。」
●問い合わせ　危機管理室 ☎33-6105

●日時　５月15日㈬　午後７時～８時30分
●場所　教育文化会館
●出席者　仁

に
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さか
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和歌山県知事
●内容　①知事による県行政の重点施策や各地域の課

題、トピックスなどに関する説明
②知事と参加者との意見交換

●問い合わせ
●伊都振興局 企画産業課 ☎33-4909
●秘書広報課 ☎33-1141

橋本市空家等対策計画を改定しました
【建築住宅課】

平成28年度に実施した市内全域実態調査の結果や、
計画策定以後に新たに取り組んでいる制度などを反映
した計画とするため、橋本市空家等対策計画を改定し
ました。
●新たに掲載した主な内容
●市内全域実態調査結果
●対策目標
●相談申込制度

●改定後の計画施行期間
平成31年４月１日～令和６年３月31日
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
●問い合わせ　建築住宅課 ☎33-1115

生ごみから「橋本たい肥」を作っています
【生活環境課】

市では、市民の皆さんから持ち込まれた乾燥生ごみ
に腐葉土などを混ぜ、発酵させて「橋本たい肥」を
作っています。プランターや家庭菜園などに使うと、
きれいな花や、おいしい作物を育てることができます。
乾燥生ごみは、各地区公民館や生活環境課、環境美
化センターへ持ち込むことができます。
●問い合わせ　生活環境課 環境企画係 ☎32-3702
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